
令和７年２月農業委員会定例会議事録 

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

日程第５ 

日程第６ 

日程第７ 

日程第８ 

日程第９ 

日程第10 

 

出席委員 

 

 

 

 

欠席委員 

 

事務局 

 

農林水産課 

 

農地機構 

 

傍聴者 

 

 

 

令和７年２月２０日（木）午後１時３０分～午後２時３２分 

 

さぬき市役所３階３０１・３０２ 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１～５号） 

非農地証明願いについて           （会長提出議案第６～７号） 

農地改良届について             （会長提出議案第８号） 

農地法第５条に基づく申請審議について    （会長提出議案第９号） 

農用地利用集積計画の審議について      （会長提出議案第１０号） 

農業振興地域整備計画変更の答申について   （会長提出議案第１１～２１号） 

農業経営改善計画の審査について       （会長提出議案第２２号） 

農地利用最適化推進委員の辞任について    （会長提出議案第２３号） 

その他 

 

1山下加代子 2吉原博美 3眞田幸隆 4蓮井セツ子 5松岡浩二 

6池田幸嗣 7大塚ノブ子 8白川良一 9林 文夫 10藤井 修 

11樫村浩二 12十川隆行 13寒川孝志 14戸田修治 16細川和美 

17岩澤佳宣(会長職務代理者) 18芳竹和政（会長） 

 

15長田禎二 

 

蓮井敏彦事務局長 頼冨伸次副主幹 松本美佳係長 藤川英祐主査 

 

玉木省三副主幹 

 

猪熊正農地集積専門員 西渕健一農地集積専門員 

 

なし 

 

 



  

  

事務局長 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

令和７年２月の農業委員会定例会を開催致します。会長、よろしくお願い

致します。 

 

改めまして、こんにちは。ちょっと暖かくなるのかなと思ったら、また最

近ちょっと寒くなりまして、体の調整がなかなかつかないいう今日この頃で

ございます。また、ニュースで大分騒がれておりますけど、お米の値段が急

激に上がっていると。政府に言わせたら２１万トンどこへ消えたんだという

話も出てきておりますが、ネットや方々の情報によりますと、初めからそれ

はなかったと。段々何かみんなに配って、本当はないんでないんかという話

のほうが最近多くなっております。個人にしても店屋にしても何割かは自分

くで持っておると。余分に持っている。そんなんが全体に広がって不足して

きているのではないかなというところでございます。 

はっきりした答えは出てきていませんが、それによって政府が放出した場

合に、ひょっと値下がりするのではないかと、みんなその不安が何ぼかは出

てきておるようですが、いまだにまだ値段が下がらないということでござい

ます。ちょっとの間は政府のあれを静観していきたいなと思っておりますの

で、今後ともどうぞ皆さんも情報は十分見ていただいて、どうなるか、これ

は農業にとって大きな問題でございますので、皆さんもどうぞよろしくお願

い致します。 

それでは、また議事に入らせていただきます。本日提案致します案件につ

いては、事前に各地区で現地確認し、調査していただいていると思いますの

で、よろしくお願い致します。 

なお、本日、新規認定農業者の案件がありまして、事前に各地区の代表者

と会長職務代理者、私の７人で聞き取り調査を行っておりますので、後ほど

地区代表者から報告致しますので、よろしくお願い致します。 

さて、本日の出席は１８名中１７名の出席で、農業委員会等に関する法律

第２７条第３項の規定に基づき、過半数の出席ですので成立することを宣言

致します。 

では、議事録署名委員の決定ですが、私のほうから指名致します。それで

は、１１番 樫村委員さん、１２番 十川委員、両委員さん、よろしくお願

いします。 

では、本日の日程に沿って進めさせていただきます。 

日程第１ 諸報告。事務局より説明をお願いします。 

 

別紙Ａ４の資料、農地法第１８条第６項に基づく通知についてをご覧くだ

さい。これは賃借権を中途解約するもので、５件受理しています。 

報告第１号、貸人、●●●、●●●●様、借人、●●●●、●●●●様、

申請地、●●●●●●●●●●番●です。解約理由は残存小作の解消のため

です。 

報告第２号、第３号をご覧ください。これは農地機構を通じて貸し借りを



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行っている農地で、貸人、●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●、

●●●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番●他１筆です。解約

理由は売買のためです。 

報告第４号、第５号をご覧ください。これは農地機構を通じて貸し借りを

行っている農地で、貸人、●●●●●●、●●●様、借人、●●●●●●、

●●●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●番●他３筆です。解約理

由は売買のためです。 

続きまして、別紙Ａ４の資料３ページの使用貸借終了農地返還通知をご覧

ください。これは使用貸借権を中途解約するもので、６件受理しております。 

報告第１号、貸人、●●●●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●

●●●●、●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●番です。解約

理由は借り手の変更のためです。 

報告第２号から第６号をご覧ください。これらは、借人が報告第３号、●

●●の●●●●●●●●●様の解約で、解約理由は借り手の都合のためで

す。 

貸人は、第２号、●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●番、

第４号、●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●番●他１筆、

第５号、●●●●、●●●様、申請地、●●●●●●●●●番他１筆、第６

号、●●●●、●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●番です。 

以上で報告を終わります 

 

事務局の報告が終了致しました。 

日程第２ 農地法第３条に基づく申請審議について、会長提出議案第１号

から第５号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局、説明をお願いします。 

 

今月の３条の案件は５件ございまして、面積にして１１，９６９㎡、１７

筆です。 

それでは、個別の案件についてご説明します。議案書１ページからでござ

います。 

会長提出議案第１号についてご説明します。地区番号１、受付年月日、令

和７年１月３１日。譲渡人、●●●●●●●●、●●●●●様、持分２分の

１、●●●●●●、●●●●様、持分２分の１、譲受人、●●●●●●●●、

●●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●番●他６筆、台帳地目、

現況地目ともに畑、地積合計２，５９５㎡。譲渡人及び譲受人の申請事由、

持分の移転。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は、農家台帳上、

譲受人単独での所有農地がないため０㎡となっております。受人従事数は１

人です。資料と致しましては１から３ページになります。 

申請地の位置は、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の北約７５０ｍに

２筆、●●●●●●●●●の南西約１．４kmに２筆、同じく●●●●●●●

●●の南西約３２０ｍに３筆となります。譲受人はさぬき市●●にお住まい



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で、現に２分の１の持分を所有しております。もう半分の所有権を持つ方が

●●●在住であり、譲受人単独での所有にするため持分移転の申請に至りま

した。 

会長提出議案第２号についてご説明します。地区番号２、受付年月日、令

和７年１月３１日。譲渡人、●●●●●●●●、●●●●様、譲受人、●●

●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●●●番、台帳

地目、現況地目ともに田、地積２，２２５㎡。譲渡人の申請事由、経営縮小、

譲受人の申請事由、経営規模の拡大。権利は所有権の移転を伴うもので、経

営面積は２１，０７０．８１㎡、受人従事数は２人です。資料と致しまして

は４ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●の北東約１．５kｍに位置していま

す。譲受人は申請地周辺にも農地を所有しており、経営面積の保全管理も行

っています。 

会長提出議案第３号についてご説明します。地区番号４、受付年月日、令

和７年１月３１日。譲渡人、●●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●●

●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●番●他３筆、台帳地目、

現況地目ともに田及び畑、地積合計４，４６８㎡。譲渡人の申請事由、農業

廃止、譲受人の申請事由、経営規模の拡大。権利は所有権の移転を伴うもの

で、経営面積は２，８９２㎡、受人従事数は２人です。資料と致しましては

５ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●の東約４５０ｍに位置してい

ます。譲受人はさぬき市●●に農地を所有しており、経営面積の保全管理も

行っています。 

会長提出議案第４号についてご説明します。地区番号５、受付年月日、令

和７年１月３１日。譲渡人、●●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●●

●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●番、台帳地目、現況

地目ともに畑、地積２９３㎡。譲渡人の申請事由、耕作不便、譲受人の申請

事由、経営規模の拡大。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は３３，

０２０㎡、受人従事数は１３人です。資料と致しましては６ページになりま

す。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●●●●●の南約９００ｍに

位置しています。譲受人は申請地周辺にも農地を所有しており、経営面積の

保全管理も行っています。 

会長提出議案第５号についてご説明します。議案書２ページになります。

地区番号５、受付年月日、令和７年１月３１日。譲渡人、●●●●●●、●

●●様、譲受人、●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●番

●他３筆、台帳地目、現況地目ともに田、地積合計２，６５８㎡。譲渡人の

申請事由、農業廃止、譲受人の申請事由、経営規模の拡大。権利は所有権の

移転を伴うもので、経営面積は９，７６８㎡、受人従事数は１人です。資料

と致しましては７ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●の西約５００ｍに位置してお



  

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

山下加代子委

員 

議長（会長） 

 

松岡浩二委員 

 

 

議長（会長） 

 

十川隆行委員 

 

 

議長（会長） 

 

戸田修治委員 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

ります。譲受人は申請地周辺にも農地を所有しており、経営面積の保全管理

も行っております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については、●●地区、

●●地区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果

の報告をお願いします。 

津田地区からお願いします。 

 

事務局が説明してくれたとおりです。よろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区、お願いします。 

 

２月１４日に委員の全員で現地確認に行きました。事務局の説明どおりで

特に問題ないだろうと思いますので、お願いします。 

 

続いて、●●地区、お願いします。 

 

全員で昨日見てまいりました。問題ないだろうと思いますので、よろしく

お願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

４号議案について２月１６日の日曜日に見てきましたが、●●さんのです

が、敷地も狭うて周りに道もないんですが、周辺で桃畑をやられとるという

ことで特に問題ないかと思います。 

それと、５号議案については、今現在４筆ですが、この３筆のほう、８０

２の１、２、３。２と３が多分、耕作改善で１枚物になっており、きれいな

田んぼになっています。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございます。地区代表委員の報告が終わりました。議案第１号

から第５号について質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、それでは、議案第１号から第５号につきましてお諮り

します。議案第１号から第５号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号から第５号を原案のとおり認めることと致します。 



  

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

大塚ノブ子委

日程第３ 非農地証明願いについて、会長提出議案第６号、７号を議題と

し、一括上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

それでは、非農地証明願についてご説明致します。議案書の３ページをご

覧ください。今回の非農地証明案件は２件ございます。対象農地は６筆で、

合計面積が１５，７９９㎡です。 

それでは、個別案件についてご説明させていただきます。 

会長提出議案第６号、地区番号３、受付年月日、令和７年１月３１日。申

請人、●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●番他４筆です。台

帳地目、全筆畑、現況地目、全筆山林、合計地積１５，５２２㎡です。申請

理由は、平成５年頃から３０年以上耕作不能な状態が継続し、山林化したた

めです。お手元の資料８ページから１２ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●から東約５６０ｍに位置

しております。平成１５年に相続により申請地を取得されております。申請

地は申請人の父が耕作を行っておりましたが、平成５年頃から体調を崩し入

退院を繰り返すようになり、そのまま耕作放棄となり山林化が著しくなった

ため、今回申請するようになりました。また、申請地は再生利用が困難と見

込まれる荒廃農地に分類された土地赤判定と確認されております。位置図は

資料８ページ、写真方向図は資料９ページ、１０ページ、現況写真は資料１

１ページ、１２ページとなるのでご確認ください。 

会長提出議案第７号、地区番号５、受付年月日、令和７年１月３１日。申

請人、●●●、●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番●です。台

帳地目畑、現況地目山林、地積２７７㎡です。申請理由は、平成１０年頃か

ら２５年以上耕作不能な状態が継続し、山林化したためです。お手元の資料

１３ページ、１４ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●から北東約６２０

ｍに位置しております。令和２年に相続により申請地を取得されておりま

す。申請地は平成１０年頃から申請者の父が高齢となり農地の管理ができな

くなり、耕作放棄となって山林化が著しくなったため、申請に至りました。

また、申請地は再生利用が困難と見込まれる荒廃農地に分類された土地赤判

定と確認されています。位置図は資料１３ページ、写真方向図は資料１４ペ

ージ右側、現況写真は資料１４ページ左側になるのでご確認ください。 

説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については、●●地区、

●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお願いしま

す。 

●●地区からお願いします。 

 

第６号議案についてご報告致します。私たち２月１５日に現地確認を行い



  

員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議長（会長） 

 

事務局 

 

大塚ノブ子委

員 

議長（会長） 

 

戸田修治委員 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

ました。資料の１１ページ、１２ページご覧になっていただいたら分かるか

と思いますけれども、竹やぶがあり雑木があり、その竹や雑木が倒れて、こ

れは絶対元の畑の状態には帰らないだろうということを判断しました。よろ

しくご審議お願いしたいと思います。 

これは●●の●●さんから聞いたんですけど、おじいさんの時代に青リン

ゴを作っていたんですと。この大変大きな１５，５２２㎡という広い面積、

もったいないんですけど、私たち山だと判断致しました。よろしくお願いし

ます。 

それと、もう一つ聞きたいんですけど、このときに申請理由の横に建築面

積ってあるでしょう。これは何ですか。 

 

すみません、削除するのを忘れてました。０です。 

 

その下側も。 

 

その次のもそうです。 

 

ありがとうございました。 

 

続いて、長尾地区代表委員から報告をお願いします。 

 

７号議案ですが、これも木がいっぱい生えて、別段問題ないかと思うんで

すが、隣の敷地のほうへ、●●●●という●●●の敷地なんで、ブルドーザ

ーでちょっと押したら資材置場みたいにはなっております。特段問題ないで

す。 

 

ありがとうございます。地区代表委員の報告が終わりました。議案第６号、

７号につきまして質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第６号、第７号につきましてお諮りします。議案第６号、

７号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第６号、第７号を原案のとおり認めることと致します。 

日程第４ 農地法第４条に基づく申請審議について、会長提出議案第８号

を議題とし、上程致します。 

それでは、事務局、説明をお願い致します。 
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議長（会長） 

 

 

林文夫委員 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

今月の４条の案件は１件ございまして、面積にして１６１㎡、１筆です。

議案書４ページからでございます。 

会長提出議案第８号についてご説明します。地区番号３、受付年月日、令

和７年１月３１日。申請人、●●●●●●、●●●様、申請地、●●●●●

●●●●●番●他１筆、台帳地目畑、現況地目雑種地、地積合計１６１㎡。

転用目的は牧場施設用地となっておりますが、申請者から訂正があり、正し

くはドッグラン用地となります。工事着完予定年月日、令和３年１月１日か

ら令和３年５月３１日。農地区分、第２種農地。無断転用是正の案件です。

資料と致しましては１５から１６ページで、位置図を１５ページに掲載して

います。 

なお、土地利用計画図に一部変更がございますので、こちらお配りしてい

るＡ３のカラー印刷の土地利用計画図をご覧ください。触れ合いスペースと

書いてあったところがドッグランスペースと訂正が入っています。議案書の

下にＡ３で置いてあった書類です。 

説明に戻ります。申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●●●●●

●●●の西約１kｍに位置しており、畑、山林及び雑種地に隣接しています。

申請地は令和３年頃、馬１頭を一時的に預かることとなり、飼育施設を確保

するため転用許可を受けずに造成しておりました。なお、馬については別の

牧場が引き取ることとなり、今後はドッグランとしての運用を計画している

とのことです。このたび無断転用が発覚したため、是正の申請に至りました。

地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。また、始末書も

添付され、反省の念を示していることなどから、許可も止むを得ないと考え

ております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については、●●地区

の関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお願いします。 

 

先週土曜日確認しましたけども、ドッグランということは今日聞きました

けども、やむを得ないということですのでお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第８号について質疑等がありま

したら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、議案第８号につきましてお諮りします。議案第８号に

ついて異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 
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議長（会長） 

 

 

全委員 

それでは、議案第８号を原案のとおり認めることとし、香川県へ進達致し

ます。 

日程第５ 農地法第５条に基づく申請審議について、会長提出議案第９号

を議題とし、上程致します。 

それでは、事務局、説明をお願い致します。 

 

今月の５条の案件は１件ございまして、面積にして８９９㎡の１筆です。

議案書５ページからでございます。 

会長提出議案第９号についてご説明します。地区番号３、受付年月日、令

和７年１月３１日。譲渡人、●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●●●、

●●●●●●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●番●、台帳地目、現

況地目ともに田、地積８９９㎡。転用目的、露天資材置場、駐車場用地。工

事着完予定年月日、令和７年４月１日から令和７年９月３０日。権利、所有

権移転売買、農地区分、第２種農地。資料と致しましては１７から１８ペー

ジで、位置図を１７ページに掲載しています。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●の南西約９０ｍに位置しており、田、

宅地、雑種地及び道路に隣接しています。譲受人は製造業を営む法人で、経

営規模拡大に伴い、露天資材置場及び駐車場の拡張を検討していたところ、

農地の管理に困っていた土地所有者との意向が合致し、申請に至りました。

地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については●●地区の

関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお願いします。 

 

それでは、第９号議案についてご報告致します。私たち２月１５日に現地

確認を行いました。資料１７ページ見ていただいても分かりますが、この土

地、大変、国道に沿って地の利がよいところです。●●さんはこの今購入す

る田んぼの向こうに駐車場を持っております。だから、私たち、これは使い

勝手がいいのではないかということで認めることにしました。よろしくご審

議をお願い致します。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第９号につきまして質疑等があ

りましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、議案第９号につきましてお諮りします。議案第９号に

ついて異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 
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それでは、議案第９号を原案のとおり認めることとし、香川県へ進達致し

ます。 

日程第６ 農用地利用集積計画の審議について、会長提出議案第１０号を

上程致します。なお、今月の議案で、議案書１１ページの整理番号３７が●

●委員、農地中間管理事業対象農用地等総括表の６２番から６５番が●と●

●委員の関係議案になり、除斥対象議案になりますので、後で別審議と致し

ます。 

それでは、事務局から説明を求めます。 

 

会長提出議案第会長提出議案第１０号についてご説明いたします。６ペー

ジをご覧ください。これは農地機構を通じて農地の売買を行うもので、今回

は農地機構から買い手への所有者移転を行うもので、１件あります。 

買い手は●●●●様で、対象農地が●●●●●●●●●●番●です。 

次に、農地の貸し借りについて、委員さん案件を除き、ご説明いたします。

議案書７ページから１３ページとなります。 

個人９件、法人２件、中間管理機構４０件の合計５１件となっております。

５１件のうち、新規４２件、再設定９件となっております。５１件のうち、

賃借権５件、使用貸借権４６件となっております。賃借権の内訳としまして、

３，０００円２件、２，０００円２件、１，０００円１件となっております。

期間は、１０年３３件、６年１０件、５年６件、２年１１か月２件となって

おります。 

続いて、農地中間管理事業対象農用地等総括表の委員さん案件を除いた１

３３件についてご説明致します。別紙のＡ３の公告予定日が令和７年２月２

１日、ホチキス留めをしているほうの総括表をご覧ください。 

貸付先は、個人７３件、法人６０件となっております。設定する権利等の

種類は、賃借権７件、使用貸借権１２６件となっております。期間は、１０

年１０２件、６年３１件となっております。利用内容は、水稲、麦、露地野

菜、飼料用作物の作付となっております。 

また、農業経営基盤強化促進法の改正により、令和７年４月１日以降の農

地の貸借については、利用権設定（相対での農地貸借）が廃止され、農地機

構が農地の出し手と受け手の間に入り、農地の貸し借りをする方法に一本化

されます。農地機構を通じた農地の集積は地域の話合いにより作成される地

域計画に基づいて行われることとなります。 

別紙Ａ３の１枚ものの資料、公告年月日が令和７年３月２８日になってい

る農地中間管理事業対象農用地等総括表をご覧ください。これは令和７年４

月１日から農地の貸し借りが行われるもので、３１件あります。 

貸付先は、個人３１件となっております。設定する権利の種類は、賃借権

４件、使用貸借権２７件、期間は、５年が２件、６年５件、１０年２４件と

なっております。利用内容については、水稲、露地野菜となっております。

地域計画の区域については、●●●●●地区１件、●●●●●地区２件、●
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全委員 

●●●●地区３件、●●地区７件、●●地区１件、●●地区４件、●●●●

●地区２件、●●●●●地区１件、●●地区１０件となっております。 

説明は以上です。 

 

説明が終了致しました。質疑に入ります。なお、本案件につきましては案

件も多く、時間がかかりそうですので、一括して質疑に入ります。質疑等あ

る場合は整理番号を指定の上、ご発言ください。 

それでは、ありませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、議案書の整理番号第３７、農地中間管理事業対象農用

地等総括表の６２番から６５番を除く議案第１０号について原案のとおり

認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案書の整理番号第３７、農地中間管理事業対象農用地等総括

表の６２番から６５番を除く議案第１０号について原案のとおり認めるこ

とと致します。 

続きまして、●●委員の関係議案である議案書の整理番号３７、農地中間

管理事業対象農用地等総括表で●と●●委員の関係議案である６２番から

６５番の審議に入りますので、議事進行を職務代理にお願い致します。 

 

それでは、●●委員、●●委員、●●委員の退席を求めます。 

 

（●●委員、●●委員、●●委員 退席） 

 

では、事務局からの説明を求めます。 

 

会長提出議案第１０号についての委員さんの案件は１件で、再設定の使用

貸借権となっております。期間は５年となっております。利用内容について

は、水稲の作付となっております。 

農地中間管理事業対象農用地等総括表についての委員さんの案件は４件

で、使用貸借権４件となっております。期間は６年４件となっております。

利用内容については、水稲、麦の作付となっております。 

説明は以上です。 

 

説明が終了致しました。質疑等はありませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 
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なければ、原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

異議なしということで、では、原案のとおり承認致します。 

退席されている●●委員、●●委員、●●委員の再入場を求めます。 

 

（●●委員、●●委員、●●委員 着席） 

 

日程第７ 農業振興地域整備計画変更の答申について、会長提出議案第１１号

から２１号までを一括上程致します。 

それでは、事務局から説明を求めます。 

 

今回の農業振興地域整備計画変更の答申についてのご説明を致します。議案書

の１４ページをお開きください。総面積が４，８９１．３４㎡となります。 

それでは、個別案件についてご説明させていただきます。 

会長提出議案第１１号、申請人、●●●●●●●、●●●様、申請地、●●●

●●●●●●●●番●です。除外後の用途は資材置場、車輌置場です。申請の位

置でございますが、資料１９ページ左側をご覧ください。●●●●●から西約７

００ｍに位置しております。 

会長提出議案第１２号、譲渡人、●●●●●●●●、●●●●様、譲受人、●

●●、●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●●番●です。除外後の用途

は分家住宅です。申請の位置でございますが、資料２１ページ左側をご覧くださ

い。●●●●●●●●●●から南約７３０ｍに位置しております。 

会長提出議案第１３、１４号は関連があるので、一緒にご説明致します。第１

３号、譲渡人、●●●●●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●

●●●●●番●。第１４号、譲渡人、●●●●●●、●●●外１名様、申請地、

●●●●●●●●●●●●●●番●。譲受人、●●●●●●●●、●●●●●●

●●●様です。除外後の用途は倉庫、露店荷物置場、駐車場です。申請の位置で

ございますが、資料２３ページ左側をご覧ください。●●●●●●●から西約５

２０ｍに位置しております。 

会長提出議案第１５号、譲渡人、●●●●●●●、●●●●様、譲受人、●●

●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●番●です。除外後

の用途は露店飼料置場です。申請の位置でございますが、資料２６ページをご覧

ください。●●●●●●●●から北約７３０ｍに位置しております。 

会長提出議案第１６号から１８号は関連があるので、一緒にご説明いたしま

す。第１６号、申請者、●●●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●

●●●●●番●。第１７号、申請者、●●●●●●●、●●●様、申請地、●●

●●●●●●●●●●番●。第１８号、譲渡人、●●●●●●●、●●●●様、

譲受人、●●●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●番●
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事務局 

 

です。除外後の用途は露店飼料置場です。申請の位置でございますが、資料２８

ページ左側をご覧ください。●●●●●●●●から北約７４０ｍに位置しており

ます。 

会長提出議案第１９号、譲渡人、●●●●●●、●●●●●様、譲受人、●●

●●●、●●●●●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●番他１筆です。

除外後の用途は資材置場です。申請の位置でございますが、資料３２ページ左側

をご覧ください。●●●●●から北西約１１０ｍに位置しております。 

会長提出議案第２０号、譲渡人、●●●、●●●●様、譲受人、●●●●●、

●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番●です。除外後の用途は資材置場

です。申請の位置でございますが、資料３５ページ左側をご覧ください。●●●

●●●●●から南約１，３００ｍに位置しております。 

会長提出議案第２１号、譲渡人、●●●●●●、●●●様、譲受人、●●●●

●●、●●●●外１名様、申請地、●●●●●●●●●●番●です。除外後の用

途は非農家の自己住宅です。申請の位置でございますが、資料３７ページ左側を

ご覧ください。●●●●●●●●●●から北東約７０ｍに位置しております。 

説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案については、●●地区、

●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお

願いします。 

●●地区から報告をお願いします。 

 

先日、１７日に現地確認してきました。無断転用の是正ですので、よろし

くお願いします。家が建っていました。 

 

続いて、●●地区代表委員から調査結果の報告をお願いします。 

 

１２号、１３号、１４号、１５号、１６号、１７号、１８号、今、説明の

あったとおりです。別段問題なしと思います。よろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から調査結果の報告をお願いします。 

 

１９号議案については、これ資材置場ということですが、隣にも大きい、

広い資材置場があり、駅のすぐなので、何か宅地になりそうなところです。 

２０号議案については、これも資材置場で、これは特に問題ないです。 

それから、２１号議案については、一部何か建物も建っとるんで、これ無

断転用にかからんのかなと思うんですが。車庫みたいなんが。それが無断転

用にかからんのやったら、特に問題はないですが。 

 

私のほうからお答えします。その部分については特に制限除外とか申請出

てなかったので、おっしゃるとおり無断転用になると思います。ですので、
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吉原博美委員 

 

事務局 

 

吉原博美委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

吉原博美委員 

 

事務局 

 

議長（会長） 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

今回、農振除外して、その無断転用の是正も含めた転用申請ということにな

ろうと思います。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１１号から第２１号につきま

して質疑等がありましたら発言を認めます。 

どうぞ。 

 

第１５、１６、１７、１８が一連の分だろ。 

 

そうです。 

 

それで、図面だと、申請の分で●●●●の●がこれ申請地になっとる、こ

れはここへ出とらんの。 

 

これは、２９ページの土地利用計画図の一番左下の土地、ここ、建造分の

農地で白地だったんです。なので、申請してきた書類は赤く塗られとったん

ですけど、営農するときは申請地になるんですけど、農振除外の申請のとき

はここ黄色になるんです。 

 

ということは、間違って塗っとると。 

 

そういうことです。訂正のアナウンスをしてなくてすみませんでした。 

 

ほかにございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１１号から第２１号につきましてお諮りします。議案第

１１号から第２１号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１１号から第２１号を原案のとおり認めることとし、香

川県へ進達いたします。 

日程第８ 農業経営改善計画の審査について、会長提出議案第２２号を議

題と致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第２２号のご説明をさせていただきます。 

まず、１番の●●●さんですが、住所は●●●●●●●●●●●番地●です。

生年月日は昭和●●年●月●●日です。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営改善計画を参照してください。 

①農業経営体の営農活動の現状及び目標の（１）営農類型としましては、複合

経営になります。 

②農業経営の規模拡大に関する現状及び目標としまして、（１）生産について、

水稲の作付面積の現状は４００ａで生産量が１６，８００kg ですが、５年後の

作付面積は７００ａで生産量２９，４００kg に増やします。タマネギの作付面

積の現状は６０ａで生産量は３３,０００kgですが、５年後は作付面積を１００

ａで生産量７０，０００kgに増やします。 

（２）農畜産物の加工・販売その他の関連・附帯事業としまして、作業受託（稲

刈り・籾摺り）で２１０万円の売上がありますが、５年後４００万円に増やす予

定です。 

（３）農用地及び農業生産施設につきましては、ア）の農用地で所有地の現状、

田が７８ａで畑が４４ａですが、５年後変更はありません。借入地は現状、田が

２６１ａですが、５年後６００ａに増やします。イ）の農業生産施設につきまし

ては、作業所が現状１棟の２００㎡ですが、５年後変更はありません。 

今後の取組としまして、農業委員会や農地機構を活用し条件のよい農地を借

り、規模拡大を図るとともに、作業受託面積も増やし、所得の向上を目指します。

現状の年間所得１３０万円のところ、５年後４２０万円を目指します。経験も実

績もある農業者ですので、継続認定についてのご審議をよろしくお願いします。 

続きまして、２番の●●●さんです。住所は●●●●●●●●●●●番地●、

生年月日が昭和●●年●月●●日生まれです。 

別紙の経営改善計画を参照してください。 

①農業経営体の営農活動の現状及び目標の（１）営農類型としましては複合経

営になります。 

②農業経営の規模拡大に関する現状及び目標としまして、（１）生産について、

キャベツの作付面積の現状は６０ａで生産量は３０,０００kgですが、５年後変

更はありません。ブロッコリーの作付面積の現状は２５ａで生産量は８,０００

kg ですが、こちらも５年後変更はありません。タマネギの作付面積の現状は６

０ａで生産量は４２,０００kgですが、５年後の作付面積を１５０ａで生産量１

０万５，０００kg に増やします。オクラの作付面積の現状は３ａで生産量６６

０kg ですが、５年後変更はありません。水稲の作付面積の現状は３００ａで生

産量１０，８００㎏ですが、５年後変更はありません。 

（２）農畜産物の加工・販売その他の関連・附帯事業としまして、作業受託（収

穫・乾燥調製）で５００万円の売上がありますが、５年後も変更はありません。 

（３）農用地及び農業生産施設につきましては、ア）の農用地で所有地の現状、

田が６１ａですが、５年後変更はありません。借入地は現状、田が６４６ａです

が、５年後８００ａに増やします。イ）の農業生産施設につきましては、作業所

が現状１棟の１,０００㎡ですが、５年後変更はありません。 

今後の取組としまして、作業の効率化のため機械導入を図ります。農業委員会

及び農地機構を活用し、規模拡大と集約化を図り、所得の向上を目指します。現

状の年間所得３２０万円のところ、５年後４２０万円を目指します。経験も実績



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もある農業者ですので、継続認定についてのご審議をよろしくお願いします。 

３番の●●●●●さんです。住所は●●●●●●●●●●番地●です。生年月

日は昭和●●年●月●●日生まれです。 

経営改善計画を参照してください。 

①農業経営体の営農活動の現状及び目標の（１）営農類型としましては、複合

経営になります。 

②農業経営の規模拡大に関する現状及び目標としまして、（１）生産について

水稲（コシヒカリ）の作付面積の現状は２００ａで生産量は８,４００kgですが、

５年後変更はありません。水稲（ヒノヒカリ）の作付面積の現状は５０ａで生産

量は２,１００kgですが、５年後変更はありません。それから、水稲（にじのき

らめき）の作付面積の現状は１００ａで生産量４,２００kgですが、５年後の作

付面積を２００ａで生産量８，４００kgに増やします。 

（２）農畜産物の加工・販売その他の関連・附帯事業としまして、作業受託（収

穫・乾燥調製）で９００万円の売上がありますが、５年後も変更なしです。 

（３）農用地及び農業生産施設につきましては、ア）の農用地で所有地の現状、

田が１８ａですが、５年後変更はありません。借入地は現状、田が３３０ａです

が、５年後４４０ａに増やします。イ）の農業生産施設につきましては、作業所

が現状１棟の１５０㎡ですが、５年後変更はありません。 

今後の取組としまして、農業委員会及び農地機構を活用し規模拡大と集約化を

図るとともに、作付の分散化により生産性の向上を図り、所得の向上を目指しま

す。現状の年間所得４００万円のところ、５年後４１０万円を目指します。こち

らも経験も実績もある農業者ですので、継続認定についてのご審議をよろしくお

願いします。 

続きまして、４の●●●●●●●●●●●、代表者は●●●●●さんと●●さ

んの共同経営です。住所は●●●●●●●●●番地●で、法人の設立年月日が、

この方、先ほど面接があって、そこで質問もありましたが、もともとの●●●●

●●という会社の設立が昭和●●年●月●日です。令和●年●月に●●●●●●

●という名称に変更になっております。 

別紙の経営改善計画を参照してください。 

①農業経営体の営農活動の現状及び目標の（１）営農類型としましては、施設

野菜（イチゴ）の栽培をしています。 

②農業経営の規模拡大に関する現状及び目標としまして、（１）生産について、

イチゴの作付面積の現状は２５ａで生産量は１０ｔですが、５年後３５ａで生産

量１４tに増やします。 

（３）農用地及び農業生産施設につきましては、ア）の農用地でその他の現状、

田が３７ａですが、５年後は借入地のほうで田を４９ａに増やします。イ）の農

業生産施設の現状がビニールハウス１０棟の２，５００㎡ですが、５年後までに

１４棟で３，５００㎡に増やします。 

今後の取組としまして、ビニールハウスの新設により面積拡大を図ります。栽

培管理の徹底により高品質な作物を生産することにより、所得の向上を目指しま

す。現状の年間所得６８０万円のところ、５年後９５２万円を目指します。Ｙ’
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議長（会長） 

 

 

ｓファームは既にイチゴ栽培を行っており、実績もある農業者です。認定農業者

の新規認定についてのご審議をよろしくお願いします。 

以上です。 

 

事務局の説明が終了致しました。本議案については、●●地区、●●地区、●

●地区の関係案件ですので、地区代表から補足事項がありましたら報告をお願い

します。 

●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

●●●さんですが、長年、家族経営でタマネギをされております。面積もこれ

からも拡大する計画もあるようですので、頑張っていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

●●●●●●●●●●●のことについてご報告致します。先ほどヒアリングの

ときに少し聞いたんですけれども、住所は●●●●●番地●ってどの辺りですか

と言ったら、●●●の辺りですとおっしゃられました。だから、そこから●●ま

で通うそうです。お母さんはここにもありますとおり●●歳、娘さんは●●歳で、

２人ともしっかりした、見受けられます。しっかりしていると思います。娘さん

もイチゴ栽培は経験が豊富で大丈夫だろうと思います。お母さんが販売のほうを

特に力入れるそうです。よろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

２番、３番とも特に問題ある人じゃないです。よろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第２２号について質疑等ありました

ら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、農業経営改善計画の審査について、議案第２２号につ

いてお諮り致します。それでは、議案第２２号について原案のとおり承認す

ることに異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２２号について原案のとおり承認することと致します。 

日程第９ 農地利用最適化推進委員の辞任について、会長提出議案第２３

号を議題と致します。 
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それでは、事務局より説明を求めます。 

 

議案第２３号についてご説明いたします。 

さぬき市農地利用最適化推進委員の辞任についてでございますが、先月の令和

７年１月２４日に推進委員の●●●●様が農業委員会に来庁され、体調不良のた

め、今後、推進委員の活動をすることが困難であることから、１月末をもって推

進委員を辞任したいとのお話がありました。その後、辞任届の提出がありました。 

さぬき市農業委員会農地利用最適化推進委員の辞任につきましては、農業委員

会等に関する法律第２３条の規定に基づき、農業委員会の出席委員の過半数の同

意を得ることとなっていることから、このたび農業委員会定例会にお諮りするも

のであります。 

以上です。 

 

事務局の説明が終了致しました。本議案については●●地区の関係案件ですの

で、地区代表から補足事項等がありましたら報告をお願いします。 

 

●●●●さんですけども、相当無理して働いて、一緒に仕事してくれました。

つい最近また胸にしこりか何かできて、つい最近ですけども大変な手術もなさっ

たそうです。あと１年半ありますので、ぜひ一緒にまたやってくれたらいいとい

うことでお願いしたんですけども、もう歩くことがちょっときついので、出てく

ることもかなわなくなりますので、やむを得ないかなと思います。こういうこと

でありますけども、どうぞよろしくお願いします。 

 

それでは、農地利用最適化推進委員の辞任について、議案第２３号についてお

諮りします。異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２３号について原案のとおり認めることと致します。 

本日上程の議案については以上ですが、日程第１０ その他で何かありま

せんか。 

では、農地集積専門員から何かありましたら。 

 

ございません。 

 

 次回の定例会ですけども、３月２５日、ここの場所で１時半から、よろし

くお願い致します。 

 

以上をもちまして、令和７年２月農業委員会定例会を閉会と致します。慎

重なる審議を頂き、御礼を申し上げます。 

 



  

 （ ２時３２分閉会） 

 

各議案毎の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・非農地証明願いについて 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地改良届について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業振興地域整備計画変更の答申について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業経営改善計画の審査について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用最適化推進委員の辞任について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 
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